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第１回 浪板地域復興まちづくり懇談会 
 

 

日時：平成24年7月1日（日） 

午前10時30頃～ 

会場：浪板地域交流センター 

 

 

【会議次第】 

  １．開会 

 ２．町長あいさつ 

 ３．担当職員等の紹介 

 ４．復興まちづくりに伴う事業計画（案）及び事業制度、スケジュール等について 

  ５．質疑応答・意見交換 

  ６．浪板地域復興まちづくり協議会長あいさつ 

 ７．閉会 

  

 

【資 料】 

① 第１回 浪板地域復興まちづくり懇談会 

会議次第、名簿、現在までの経過と当面の予定・・・・・・・・・・１～５Ｐ 

浪板地域復興基本計画図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６Ｐ 

防災集団移転促進事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７Ｐ 

漁業集落防災強化事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９Ｐ 

災害公営住宅について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１２Ｐ 

住宅再建の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３～１４Ｐ 

復興事業スケジュール（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５Ｐ 

 

② 地域復興協議会説明資料【復興事業（住宅再建）の制度紹介】 

 

③ 現地測量調査、現地踏査のお知らせ 

 

④ 災害復興住宅融資のお知らせ（住宅金融支援機構） 
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【出席者名簿】 

機関名 職 名 出席者氏名 

大槌町 町長 碇川  豊 

東京大学 
准教授 窪田 亜矢 

特別助教 黒瀬 武史 

岩手県 

沿岸広域振興局 

経営企画部 復興推進課長 菊池  学 

農林部 特命課長 工藤 亘 

農林部 主任 佐藤 信行 

漁港漁村課 主任主査 石川 政志 

土木部復興まちづくり課長 田中  隆司 

大槌町 

産業振興部長 熊谷 建 

地域整備部長  土橋 清一 

農林水産課 水産班長  太田 和浩 

商工労政課 主事 三浦 義章 

管理用地課 建築住宅班長  三浦 伸夫 

復興推進室 主事 松橋 史人 

都市整備課 都市計画班長 西迫 三千男 

都市整備課 都市計画班主査 山本 智久 

都市整備課 都市計画班主任技師 尾嵜  昇 

都市整備課 都市計画班主任技師 富山  豊 

都市整備課 都市計画班主任技師 桑谷 忠吏 

都市整備課 都市計画班主任技師 坂口  修 

都市整備課 都市計画班主事 越田 宜弘 

㈱東京建設 

コンサルタント 

小市  浩伸 

前田   格 

日本測地設計㈱ 
野邉  孝男 

 浅野  輝政 

邑計画 
 石川  晃 

 及川  一輝 

小野寺康都市計

画事務所 

  小野寺 康 

  上條 真司 

ＵＲ都市機構 

岩手震災復興支

援局 

担当リーダー 渡辺 正彦 
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浪板地域復興まちづくり事業に関する現在までの経過 

 

平成２３年１０月～１１月 

 浪板地域復興協議会 開催 （全４回） 

１２月 浪板地域復興計画を町へ提出 

大槌町東日本大震災津波復興基本計画策定 

平成２４年 １月 住宅再建に関する意向調査 

 ３月 土地利用計画案及び住宅再建に関する住民説明会の開催 

 

平成２４年度 ４月～５月（新年度） 

全国からの派遣職員２０名（北海道から沖縄まで）により、復興まちづくりの担当と

して「地域整備部都市整備課（２５名）」を発足しました。 

国（国道４５号）や県（防潮堤）等と地域の事業について、協議を進めています。 

ＪＲ東日本と山田線の復旧計画について意見交換しています。 

復興庁や国土交通省、県と区画整理事業や防災集団移転促進事業等の各種復興事業に

ついて、確認や要望、意見交換を随時行っています。 

また、県内沿岸市町村ともお互いに情報共有すべく、意見交換会を開催しています。

３月の住民説明会を基に、防災集団移転促進事業や漁業集落防災機能強化事業を決定

し、着手していく予定です。具体的な区域については、会場に貼り出している図面をご

確認ください。 

また、図面に記載してある防災集団移転促進事業や漁業集落防災機能強化事業の予定

区域については、今後の測量や設計で変更になる場合もあります。 

防災集団移転促進事業の移転元および移転先等の標準的な土地価格の鑑定評価に着手

しています。今後、世帯ごとに行う住宅再建意向確認には、この標準価格を示した上で

調査を行う予定です。 

 

（参考）県が行った被災土地価格（広報４月号お知らせ版に掲載） 

吉里吉里第１１地割字白石  宅地  8,500 円／m2（約 28,000 円／坪） 

（上記価格については目安です。） 
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浪板地域復興まちづくり事業に関する当面の予定 

 

７月 浪板地域復興まちづくり協議会の発足（７月予定） 

全体住民説明会の開催（7 月 1 日） 

（今後の予定、事業内容について等の説明） 

住宅再建に関する個別相談会開催（7 月初旬から予定） 

（住宅再建、移転先希望等について、個別意向確認調査の実施） 

（個別相談会は、一定の日に仮設談話室や公民館等へ各自が都合の良い時

間に来ていただく方式で開催することを予定しています。） 

（該当者へは後日通知いたします。） 

移転先候補地の地権者交渉 

（移転先候補地の地権者の方々に対して協力要請と買収交渉） 

事業計画書等策定のための協議や調査 

（事業実施に向け関係機関との協議や現地調査の実施） 

8 月～9月 

 

 

 

 

 

浪板地域復興まちづくり協議会の開催 

（事業実施のための計画書について協議会委員と協議） 

防災集団移転促進事業の計画決定 

（国土交通大臣の同意を得て事業計画の決定） 

個別相談会や移転先候補地権者交渉の継続（随時） 

漁業集落防災機能強化事業の計画決定 

10 月～ 

 

 

防災集団移転促進事業に着手 

漁業集落防災機能強化事業の事業認可を得て事業に着手 

（工事のための設計図作成、用地買収、工事説明会ほか） 
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問い合わせ先 

大槌町役場 地域整備部 都市整備課 都市計画班 

電話番号：0193-42‐8723／FAX：0193-42-3858 

 

 



                                                 ６ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

防災集団移転促進事業について 

 

防災集団移転促進事業とは 

 

防災集団移転促進事業は、防波

堤が復旧した後でも、東日本大震

災の時と同規模の津波により、浸

水する恐れのある区域の住居をよ

り安全な住宅団地に集団的移転す

る事業です。 

 
 
 
 
【事業の流れ】 
 
住民の皆さんの合意が得られ、移転促進区域に設定された後に、 
以下の流れで事業を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

①町が「移転先住宅団地」 

の用地を取得造成 

②町が「移転促進区域」

内の住宅地等を買取り 

③移転者が新しい住宅団地の土地

を購入または賃借し、住宅を建設 

④移転者が住居移転 

工場、店舗、会社は対象外 
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【移転先の住宅地について】 

・町が集団移転先の用地を取得し、住宅団地を造成します。住宅団地 

 の造成にあたっては、町が道路や上下水道等のライフラインを整備 

 します。 

・農業や漁業従事者の共同作業所や倉庫などの整備も併せて行う 

 ことができます。 

・町が新しく造成した土地を    するか   するかを選択することがで

きます。 

購入 借地 

一戸あたりの宅地面積は平均が 

 上限となります。 

※「代替地」ではないため、震災時点の宅地と同等の 

  坪数を取得できるとは限りません。 

３３０㎡（約１００坪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、何の作業をしているのか 
本年９月に国土交通大臣の同意を得ることを目標に、事業計画書を策定して

います。事業計画書の策定には、移転対象となる方の同意、移転先の地権者の

方の同意（内諾）が重要です。 

大臣同意により、事業実施が認められ、土地の売買・造成などを実施できま

す。 

 

 

今後の予定 

① 住居再建・災害公営住宅など、皆様の意向を伺います。 

② 災害公営住宅建設用地を確保します。 

大臣同意後、 

③ 移転先の土地を確保します。 

④ 土地の造成や災害公営住宅建設工事を開始します。 

⑤ 移転元の土地を買い取ります。 
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①大ヶ口町営住宅跡地（60 戸） ②屋敷前町営住宅跡地（40 戸） 

③吉里吉里給食センター隣（34 戸） 

災害公営住宅について 

 

災害により住宅を失い、自ら住宅を確保することが困難な方に対して、安

定した生活を確保してもらうため、県または町が建設して賃貸する公営住宅。 

 

①り災内容が半壊以上 

ただし、半壊の場合は、通常の修復が困難で解体を余儀なくされた場合に

限る。 

②被災地における市街地事業により、移転が必要となった方。 

建設予定について◆平成２４年度建設（着工）場所（完成は○年後） 

①大ヶ口町営住宅跡地（６０戸）（ が建設） 

②屋敷前町営住宅跡地（４０戸）（ が建設） 

③吉里吉里給食センター隣（３４戸）（県が建設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後の建設予定（平成２５年度～２８年度） 

赤浜、安渡、大ヶ口、吉里吉里、源水、浪板、柾内、三枚堂、 

町方地区等に建設予定。 

災害公営住宅とは 

災害公営住宅の入居要件 
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災害公営住宅モデルプラン 

 

 

※図は一般的なプランです。大槌町の災害公営住宅を示すものではありません。 
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家賃算定例 

※災害公営住宅の入居要件や家賃は、まだ決まっていません。 

一般的な公営住宅家賃の計算例 

ケース１ 

・４人世帯（夫婦、子供２人（１５歳以下）） 

・世帯収入５００万円（夫３００万円、妻２００万円） 

・６４㎡（１９坪）新築 ３LDK 

家賃：５３，６００円／月 

ケース２ 

・３人世帯（夫婦、子供１人（１５歳以下）） 

・世帯収入３００万円（夫のみ） 

・６４㎡（１９坪）新築 ３LDK 

家賃：３１，０００円／月 

ケース３ 

・老齢夫婦２人世帯 

・世帯収入２００万円（夫の年金１５０万円、妻の年金５０万円） 

・５４㎡（１６坪）新築 ２LDK 

家賃：１９，０００円／月 

ケース４ 

・老齢単身世帯 

・世帯収入１５０万円（年金１５０万円） 

・４５㎡（１４坪）新築 １LDK 

家賃：１６，０００円／月 

 

◎ 災害公営住宅は、低所得者世帯への家賃軽減措置を予定しています。 

◎ 公営住宅の家賃は、世帯所得・扶養家族・築年数等により変化します。したがって、「世帯所

得が増える」、「子供が独立する」等により家賃が上がることがあります。 
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住宅再建の考え方 

住宅ローン試算の前提条件 

・住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の利用 

・移転元の土地は 28,000 円/坪（8,500 円/㎡）で 100 坪あると仮定（防災集団移転促進事業の場合） 

・移転先の土地は移転元の土地の売却代金で買える規模と仮定（防災集団移転促進事業の場合） 

・建てる住宅は 1,500 万円と仮定 

・ローンは 35 年、据置期間はなしと仮定 

【防災集団移転促進事業の場合】 

 収  入 

支援金等 ３００万円（＊１） （ひとり世帯は２２５万円） 

土地売却益 ２８０万円 28,000 円／坪 × 100 坪 

合計 ５８０万円  

   ＊１ 被災者生活再建支援金（加算支援金） ２００万円（ひとり世帯 １５０万円） 

       岩手県被災者住宅再建支援事業費   １００万円（ひとり世帯  ７５万円） 

１．町が造成する土地を購入する場合 

  ・８０歳までローンが可能。                 

  ・住宅ローンの利子相当分が国から補給されます。 

        最大 ４４４万円（＊２） 

  ・引っ越し代 最大 ７８万円 

【ローンの返済例】 

 借入金 土地購入費    ０万円（土地売却益を充当） 

住宅建築費１，２００万円（1,500 万円－300 万円（支援金等を充当）） 

    ３５年ローンで借入すると・・・返済：約３５，０００円／月  

                   ※利子は約２２８万円になりますが、相当額が補給されます。 

＊２ 住宅ローン利子相当分には最大７０８万円の補助があります。 

    （住宅建設費対象４４４万円、土地購入費対象２０６万円、用地造成費対象５８万円） 

２．町から土地を借りる場合 

  ・８０歳までローンが可能。 

  ・住宅ローンの利子相当分が国から補給されます。 

         最大 ４４４万円（＊２） 

  ・引っ越し代 最大 ７８万円 

【ローンの返済例】 

 借入金 土地購入費   ０円 

     住宅建築費９２０万円（1,500 万円－580 万円（土地売却益と支援金等を充当）） 

     ３５年ローンで借入すると・・・返済：約２７，０００円／月 

                   ※利子は約１７５万円になりますが、相当額が補給されます。 

必要経費（例） 

土地購入費として ２８０万円 

住宅建築費として １，５００万円 

必要経費（例） 

借地代 月々●千円 

住宅建築費として １，５００万円 
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３．町が造成する土地以外を購入する場合 

・８０歳までローンが可能。 

 ・引っ越し代 最大 ７８万円 

 

 

【ローンの返済例】 

 借入金 土地購入費    ０万円（土地売却益と同額の土地を購入すると仮定） 

     住宅建築費１，２００万円（1,500 万円－300 万円（支援金等を充当）） 

３５年ローンで借入すると・・・返済：約３５，０００円／月 

※国からの利子相当分の補給はありません。 

【漁業集落防災機能強化事業の場合】 

※全壊して被災した土地をかさ上げし現地再建をする場合 

収  入 

支援金等 ３００万円（＊３） （ひとり世帯は２２５万円） 

＊３ 被災者生活再建支援金（加算支援金） ２００万円（ひとり世帯 １５０万円） 

岩手県被災者住宅再建支援事業費   １００万円（ひとり世帯  ７５万円） 

 

 ・８０歳までローンが可能。 

  

 

【ローンの返済例】 

 借入金 住宅建築費１，２００万円（1,500 万円－300 万円（支援金等を充当）） 

３５年ローンで借入すると・・・返済：約３５，０００円／月  

※国からの利子相当分の補給はありません。 

※引っ越し代の補助はありません。 

 

※ローンを検討する際には、生活費、抵当権設定費用、火災保険料、固定資産税等、その後

に発生する費用を総合的に考慮する必要があります。 

※ローンの試算例は住宅金融支援機構（TEL０１２０－０８６－３５３）の貸付を参考に作

成しましたが、詳細は機構までお問い合わせください。また、その他の金融機関にも住宅

ローンがありますので、比較検討することが望ましく思われます。 

 

※紙面の関係から、説明を割愛していますので、詳細等は関係機関へお尋ねください。 

必要経費（例） 

土地購入費として ２８０万円 

住宅建築費として １，５００万円 

必要経費（例） 

住宅建築費として １，５００万円 
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